
海外出向者に関する税務問題について日本本社に
とって最も関心が高いのは、出向者コストを本社負担
した場合に当該コストが日本で寄附金としてみなされ
るか否かという点ではないでしょうか。しかし、この
問題と同等かそれ以上に重要ながら日本の経営者の関
心が非常に低く、そのリスクすらあまり認識されてい
ないことが多いのが、海外出向者の「赴任先国におけ
る個人所得税の申告・納税漏れのリスク」です。
そこで本稿では、海外赴任者の任地での個人所得税
について、海外赴任者の報酬の特徴や管理方法につい
て解説するとともに、申告漏れのリスクを減らすため
に有効な手段を紹介します。

通常、海外赴任者には、日本本社が定めた海外勤務
者規程に基づき、海外勤務に伴うさまざまな手当、福
利厚生が支払われています。この中には会社から本人
口座に直接振り込まれるもの以外にも、会社が支払っ
た医療費や子どもの学費などがあります。具体的には
次の通りです。

海外赴任者に対しては、支払う手当や福利厚生の種
類が非常に多いことや、その支払い元や最終負担先が
日本本社であったり、現地法人であったりすることが
特徴です。さらに、支給方法も本人口座への直接振り
込みもあれば、サービスベンダーに会社が直接払う場
合や本人が払う場合などもあり多岐にわたっています。
日本国内で勤務を行っている場合と比べて、非常に複
雑な状況になっているといえます。

日本の本社がグローバルな会計事務所の日本拠点と
契約、そこから会計事務所のグローバルネットワーク
を使い、個人所得税の申告等を行うのが一番手間が少
なく、かつ申告漏れも発生しにくくなります。外資系
のグローバル企業では最も一般的な方式で、日本企業
でもこの方式が増えつつあります。この方式ですと本
社側でさまざまな情報を集約することができます。
この方式の場合、本社担当者は日本にいるコーディ
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• Megumi Fujii
15年にわたり、日本から海外または海外から日本への赴任者・出張者の税務、給与、福利厚生、リスク管理など、グローバルモビリティ
に関する総合的なコンサルティングサービスを企業に提供。主な著書（共著）に『海外勤務者の税務と社会保険・給与Q&A』（清文社）
『すっきりわかる！海外赴任者・出張者・外国人労働者雇用』（税務研究会）などがある。

＜現金で支給されるもの（本人口座に入金されるもの）＞
• 基本給
• 手当
• 賞与
• 支度金、着後手当　等

＜会社が本人を介さず、ベンダー等に直接支払うこと
があるもの＞
• 語学研修費（本人、帯同家族）
• 医療費
• 海外旅行保険等医療関連保険料
• 一時帰国時の航空運賃
• 任地での自動車関連費用
• 書籍、通信教育費用
• 荷物運送費用
• 国内残置荷物保管費用
• 教育費（小学校、幼稚園等の学費）
• 赴任国の税金　等
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ネーターとやり取りするだけでよく、本社担当者は申告
に必要な書類をコーディネーターに渡せば、コーディ
ネーターが各地の事務所に送付することになります
（または指定された場所にデータを置く形もあります）。
申告や納税に関する不明点、赴任者からの質問があ
れば、その都度日本にいるコーディネーターに日本語
で確認することが可能です。そのため、海外拠点数や
赴任者数が増えても、本社担当者の手間は大きく変わ
らない点が特徴です。この方式を採用すると、管理も
情報集約もしやすく、申告・納税漏れも生じにくい状
況になります。
一元管理を行うメリットをまとめると次の通りです。

• 一元管理を行うメリット

全拠点を一元管理できる方式に一気に変更する場
合、一時的にはさまざまな変化があり大変ですが、落
ち着けばその後は非常にスムーズです。結果として一
番合理的な方式と考えられます。一方、本社側で一元
管理しないことにより生じる事例は次の通りです。

• 一元管理を行わない場合に起き得る事項

一元管理体制がとられていないとさまざまなリスク
が生じる可能性があります。一元管理をせずに、現地
法人に委託するスタイルを継続される場合は、所得税
申告が正しくなされているか、定期的にチェックする
ことをお勧めします。

＜本社側のメリット＞
①赴任前
• 1人当たりコストの試算実施で現地法人との費用負
担を事前に決定可能

• 任地の優遇税制を事前に把握、優遇税制利用に必要
な赴任スキームを構築可能

• 日本側で日本および任地税務ブリーフィング実施、
赴任者に説明責任を果たせる

• 赴任国が違っても、会計事務所に対し、その都度海
外赴任者制度を説明する必要が少ない

• 両国の制度を考慮して、赴任タイミングを決定する
ことでトータルの税負担を減らすことができる

②赴任中
• 不明点は日本語で確認可能であるため、申告漏れリ
スクが低減

• 税務調査を受けた際、内情を把握した専門家へ依頼
することで対策を講じやすい

• 本国、各国担当者がリアルタイムで情報を共有可能
• 業務ナレッジの蓄積可能（本社担当者が変更の場合
も安心）

③帰任後
• 帰任後に発生する任地所得や所得税にも最後まで対
応できる

• 必要に応じて日本側の申告手続きも依頼可能

＜現地法人側のメリット＞
• 本社側で契約するので、現地法人側で契約書チェッ
ク・管理・更新業務の必要がない

• 本社側で契約しているため、ローカルプロバイダー
よりも、日本本社の状況（赴任者規程や赴任者に支
払われている手当等）について把握していることか
ら、何度も同じことを説明する必要がない

• 日本側の情報をタイムリーに入手することが可能

＜赴任者にとってのメリット＞
• 赴任者の個人的な問題（相続・贈与・株式報酬関
連・退職金）も日本と赴任国双方において適時に相
談が可能

• 本社側の専門家が赴任者規程を熟知した上で、対応
策を取ることが可能

Ⅳ　今後、どう進めていけばよいか

＜赴任前＞
• コストを考慮しない人選の結果、自社のサービスや
製品価格に影響し、競争力が低下する

• 準備不足で優遇税制の活用ができない
• 海外勤務の煩雑な事務処理に赴任者から不満が出る
（業務に集中できない等）

• ローカルプロバイダーは日本の税務に詳しくないた
め、日本と任地との二重課税の調整がうまくできない

＜赴任中＞
• 申告漏れで、高額なペナルティーが発生（延滞税を
含めた額の負担）

• 一元管理されていないなど、税務調査時、情報収集
で多大な時間が発生

＜帰任後＞
• 任地および日本での所得税申告漏れ・源泉徴収漏れ
が発生する可能性

• 任地のローカルプロバイダーの場合、日本の税務の
視点に立ったアドバイスが難しい

• 上記の結果、任地の税務には対応できても日本側の
取扱いに課題があり、ペナルティーを受けるリスク
がある

Ⅴ　おわりに

お問い合わせ先
EY税理士法人
EY行政書士法人
E-mail：megumi.fujii@jp.ey.com
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